
輸出入品目分類の概要

横浜税関業務部関税鑑査官

平成26年5月23日

ＥＰＡの概要・特定原産地証明書
申請手続きセミナー



目 次

１．品目分類

２．ＨＳの概要

３．我が国の品目表

４．品目表の解釈に関する通則

（ＨＳコード決定のための具体的事例）

５．輸入しようとする貨物の事前教示制度

1



１．品目分類

品目分類とは、輸出入される商品を

品目表の一つの項目に当てはめること

輸入では、関税分類と呼ぶことも

・輸出で使用するもの 輸出統計品目表

・輸入で使用するもの 実行関税率表（※）

（※）関税定率法別表の「関税率表」をもとにWTO 譲許表、
関税暫定措置法別表、「輸入統計品目表」等の通関実務
に際して必要なものを組み入れて作成されたもの
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 各国の関税率表は、ＨＳ条約（※後述）の品目表（ＨＳ）に基
づいて作成されており、一般に、関税率表の６桁の号までを
“ＨＳ-ｃｏｄｅ”と称する。



ＨＳとは、以下の略称

和訳すると

“商品の名称及び分類についての統一システム”。

ＨＳ条約とは、同システムに関する国際条約をいう。

２．HSの概要
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世界税関機構（WCO）が作成した条約

関税率表

貿易統計

・１９８８年 発効
（※ＨＳ以前：関税協力理事会品目表（ＣＣＣＮ）
世界貿易の75%をカバー 【米、加は使用せず】）

・世界貿易の９８％超をカバー（WCO事務局調べ）
（２００か国・地域以上が使用）

・条約締約国 149(14７か国・地域+ＥＵ） (2014年1月31日現在)

・ＨＳの性格（多目的な品目表）
① 関税率の設定
② 国際貿易統計の編纂
③ 原産地の決定
④ 貿易交渉 (例； WTO EPA)
⇒貿易制限物品のモニター

(例；オゾン層破壊物質、麻薬、廃棄物、ワシントン条約該当物品等)

締約国にHSの使用を義務付け（HS条約第３条）

主要目的：国際貿易の容易化
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ＨＳ条約の概略
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ＨＳ条約 第一条（定義）

(a)「商品の名称及び分類についての統一システム」（以下「統一

システム」という。）とは、附属書に定める項及び号の規定並
びにこれらの番号、部、類及び号の注並びに統一システム
の解釈に関する通則から成る品目表をいう。

(b) 「関税率表における品目表」とは、締結国が輸入物品に関
税を課するため自国の法令により定める品目表をいう。

(c)「統計品目表」とは、締約国が輸出入貿易統計のための
データの収集のために作成した品目表をいう。



統一システムの
解釈に関する

通則

部注
類注
号注

項及び
号の規定

分類決定の原則 定義等を規定 個々に品名等を規定
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附属書（に定める品目表）

統一システム（ＨＳ）の構成



品目表の構成（部で全体を表示）

• 第１部 生きている動物及び動物性生産品
• 2 植物性生産品
• 3 動植物性の油脂等
• 4 調製食料品等
• 5 鉱物性生産品
• 6 化学工業の生産品
• 7 プラスチック、ゴム製品
• 8 皮革、毛皮及びその製品、バッグ類
• 9 木材及びその製品等
• 10 木材パルプ、紙及びその製品
• 11 紡織用繊維及びその製品
• 12 履物、帽子、傘、つえ等
• 13 石、セメント、石綿、陶磁製品、ガラス製品
• 14 真珠、貴石、貴金属及びその製品（宝飾品）
• 15 鉄、アルミ等の卑金属及びその製品
• 16 機械類
• 17 車両、航空機、船舶、輸送機器関連品
• 18 光学機器、写真用機器、測定等機器、

精密機器、医療用機器、時計

・ 19 武器等
・ 20 雑品
・ 21 美術品、収集品、

こっとう
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部注、類注、号注の例

 部注

16部（機械類）注１ この部には、次の物品を含まない。

（ｂ）革製品・・・

17部（車両等）注４ この部においては、次に定めるところによる。

（ｂ）水陸両用車両は、第８７類の該当する項に属する。
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 類注

92類（楽器等）注1 この類には、次の物品を含まない。

（ｄ）楽器の清掃用ブラシ（第96.03項）

 号注

22類（飲料、アルコール等）

号注１ 第2204.10号において「スパークリングワイン」とは、

温度20度における密閉容器内のゲージ圧力が３バール以

上のぶどう酒をいう。
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項 号 統計細分 品 名

90.03 眼鏡のフレーム及びその部分品

フレーム

9003.11 9003.11-000 プラスチック製のもの

9003.19 その他の材料製のもの

9003.19-010 1 金属製のもの

9003.19-020 2  その他のもの

9003.90 9003.90-000 部分品

HS

同一水準の号を示している。

項及び号の規定（例）

項番号： 最初の２桁は類の番号、４桁は類の中の位置を示す

号番号： 項は、更に２以上に分割されることがある。

（※国内法令等に基づき細分を設ける場合： 統計細分、税表細分）

税表細分



３．我が国の品目表

輸入については、関税定率法別表にＷＴＯ譲許表、関税暫定措置法別表及び輸入統計品目表を組み入れて作成したもの
が「実行関税率表」です。

輸出入品目表はＨＳに定めてある通則、各「部」、「類」又は「号」の注並びに「項」及び「号」の規定に基づいて作成されてい
ます。

輸出統計品目表（実行関税率表と同様にＨＳ品目表の号（6桁）までは共通、統計細分3桁は輸入と異なる。）

ＨＳコード
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４．品目表の解釈に関する通則
（以下、「通則」とする。）
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・通則は、提示された物品が、表のいずれの項又は号に
所属を決定するかについての原則を定めたもの

・通則は、１から６の原則で成っている。

通則１～５ 項（４桁）の所属を決定する

通則６ 号（６桁）の所属を決定する



通則 １

通則 2

通則 3

通則 4

通則 5

通則 6

通則

（4桁の）項を決定するための基本原則

未完成又は未組立物品についての項の決定
及び項の範囲を拡大することについて定めた原則

二以上の項に属するとみられる物品の項の決定方法を定めた
原則

通則３までの原則により決定できない場合の項の決定方法を
定めた原則（最も類似する物品が属する項に属する。）

当該物品と共に提示された収納容器及び包装材料、包装容器
の取り扱いを定めた原則

前記の原則により決定した項のうち、
（6桁の）号を決定するための原則

この表における物品の所属は、次の原則により決定する。
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通則５

通則適用のイメージ

基本原則

通則１ 通則２
通則３

通則４

収納 容器、包装材料等
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項の決定

通則６ 号の決定



通則 １

・ 部、類及び節の表題は、単に参照上の便宜のため
に設けたものである。

この表の適用に当たっては、物品の所属は、
項の規定及びこれに関係する部又は類の注の規定に
従い、

かつ、これらの項又は注に別段の定めがある場合を
除くほか、次の原則に定めるところに従って決定する。
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★品目表全体の構成、各項の規定及び部又は類の注の規定を
理解することが前提となるため、通則１ は最も重要な基本原則。



ＨＳコード４桁決定のための具体的事例

鶏及びその加工調製の段階のものを、
それぞれの項の規定により分類

①：食品 第１部（第１類、第2類）及び第４部（第16類）

０１．０５項
家きん（鶏 (ｶﾞﾙﾙｽ・ﾄﾞﾒｽﾃｨｸｽ）、あひる…で、

生きているものに限る。）

０２．０７項
肉及び食用のくず肉で、第０１．０５項の家きんのもの（生鮮のもの
及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。）

１６．０２項
その他の調製をした肉

分割加工、冷凍

から揚げ粉を付け油で揚げる
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通則１



②：繊維製品 第７部（第39類）、第１１部（第55類、第61類）

ポリエステル ペレット状の原料

３９．０７項
ポリエステル（一次製品のものに限る。）

５５．０３項
合成繊維の短繊維

５５．０９項
合成繊維の紡績糸
（縫糸及び小売用にしたものを除く）

６１．０９項
メリヤス編 Tシャツ
材質：ポリエステル

Ｔシャツの主な原材料から製品までを
それぞれの項の規定により分類

原料を溶融し紡糸、束ね、短く切断

カード、紡績機により撚
ることで糸にする
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丸編、縫製

通則１



③： 自動車用アルミホイール 第１７部

部注及び項の規定に従って分類する

※乗用自動車は第８７.０３項に規定されている

※第１７部注３ 第８６類から第８８類までにおいて部分品及び附属品は、当該
各類の物品に専ら又は主として使用するものに限る…
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乗用自動車用として作られたアルミニウム製
の車輪である。

第８７．０８項 部分品及び附属品
（第８７．０１項から第８７．０５項までの自動車
のものに限る。） の規定により同項に分類

通則１



④： 自動車エンジン関連部品 第１６部（第84類）、１７部

ピストン・コネクティングロッド

８４．０９項
84.07項のエンジンの部分品

クランクシャフト

８４．８３項 伝動軸

８４．０７項 ピストン式火花点火内燃機関

自動車の部品であっても第１７部に分類されず、機械類及
びその部分品として第１６部に分類されるケース

※第１７部注２ この部に含まないとする部分品及び附属品についての注釈

（ｅ）84.01項から84.79項までの機器及び部分品・・・

※第１６部注２（ａ）及び（ｂ） 機械の部分品の所属を決定するための注釈
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通則１



⑤： 電動ドリル用の合金鋼製のビット 第１５部、第１６部

※第１６部注１ この部に含まないとする部分品及び附属品についての注釈

（ｏ）第82.07項の互換性工具・・・
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第８４．６７項
手持工具（原動機を自蔵…）

第８２．０７項

手工具（動力駆動式であるかない
かを問わない。）用の互換性工具

金属製のドリルビットは、手持工具（電動ドリル）に専ら又は主として使用す
る部分品であっても、第８２．０７項に分類される互換性工具であるために、第
16部注１（ｏ）の除外規定に該当する。

したがって、手持工具の部分品として第８４．６７項には分類されない。

機械の専用部品であっても第１６部に分類されないケース

通則１



通則２

（ａ） 各項に記載するいずれかの物品には、未完成の物品
で、完成品として重要な特性を有するものを含む

完成した物品で、提示の際に組立ててないもの及び
分解してあるものを含む。

（ｂ） 各項に記載する材料又は物質には、他の材料又は
物質を混合し又は結合した物品を含む。

特定の材料又は物質から成る物品には、一部が
当該材料又は物質から成る物品を含む。

二以上の材料又は物質からなるものの所属は
通則３の原則に従って決定する。
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②テーブル

提示の際に分解してあるテーブ
ルであっても、完成品として
第94.03項に分類

①車輪を装着していないトラック
完成品としての重要な特性を有し
ているので、完成品として第87.04項
に分類

21

通則２（ａ）



通則３

２（ｂ）により、又は他の理由により物品が二以上の項に属するとみら
れる場合には、次に定めるところによりその所属を決定する。

（ａ） 最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも一般的な
記載をしている項に優先する。

（ただし書き、省略）

（ｂ） 混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた
物品及び小売用のセットにした物品であって、この（ｂ）の規定を
適用することができる限り、当該物品に重要な特性を与えている
材料または構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

（ｃ） （ａ）及び（ｂ）の規定により所属を決定できない場合は、等しく考
慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属す
る。
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通則３（ａ）

８７．０８項

部分品及び附属品（第87.01項から第
87.05項までの自動車のものに限る。）

４０．１１項

ゴム製の空気タイヤ（新品のものに限る。）

通則３

通則１

（ａ）最も特殊な限定をして記載をしている項が、これよりも
一般的な記載をしている項に優先する。

→第４０．１１項に分類
23

第８７．０３項の乗用自動車
に使用するタイヤ



通則３（ｂ）

通則３

通則１
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金属製の写真立て及び

５０枚の写真を収納するプラス
チックシート製ポケットを有する
アルバムを結合したもの

８３．０６項 卑金属製の額縁

３９．２６項 その他のプラスチック製品

（ｂ）異なる構成要素で作られた物品

重要な特性を与えている材料は、５０枚の写真を収納
するプラスチック製のアルバムと認め、

その他のプラスチック製品として第３９．２６項に分類



通則３（ｂ）

通則３

通則１
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パスタ料理を作るために、スパ
ゲッティ、トマトソース、チーズ及
び胡椒を小売包装したもの

０４．０６項 チーズ
０９．０４項 こしょう属のペッパー
１９．０２項 スパゲッティ
２１．０３項 ソース

（ｂ）小売用のセットにした物品

重要な特性を与えている物品は、スパゲッティと認め、

第１９．０２項に分類



通則４

関税率表中に属するとみられる項がない場合の所属の決定方法

通則３までの原則によりその所属を決定できない物品は、当該物品に

最も類似するする物品が属する項に属する。
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この規定を適用して物品の所属を決定することは稀です
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通則５

（ａ） 写真機用ケース、楽器用ケース、銃用ケース、製図機器用
ケース、首飾り用ケースその他これらに類する容器で

特定の物品又は物品のセットを収納するために特に製作し又は適
合させたものであって、長期間の使用に適し、当該容器に収納され
る物品とともに提示され、 かつ、通常 当該物品とともに販売される
ものは、当該物品に含まれる。

ただし、この（ａ）の原則は、重要な特性を全体に与えている容器
については、適用しない。

（ｂ） （ａ）の規定に従うことを条件として、物品とともに提示し、かつ、
当該物品に通常使用する包装材料及び包装容器は、当該物品に
含まれる。

ただし、この（ｂ）の規定は、反復使用に適することが明らかな包装
材料及び包装容器については、適用しない。
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通則５（ａ）

９２．０２項 弦楽器
４２．０２項 楽器用ケース

通則５

通則１

（ａ） ケースは、特定の物品を収納するために特に製作した
もので、長期間の使用に適し、当該容器に収納される物品
とともに提示され、かつ、通常当該物品とともに販売されるも
のである。

ケースはギターに含めて第９２．０２項に分類

専用ケースと共に提示されたギター



→包装容器及び包装材料の所属の決定

物品とともに提示し、
かつ、
当該物品の包装に通常使用する

包装材料および包装容器は、
当該物品に含まれる。

ただし、反復使用に適することが
明らかな包装材料及び包装容器に
ついては適用しない。

通則５（ｂ)

29

例： 鉄鋼製スプレー容器は内容物の
殺虫剤に含め、第38.08項に分類

例： ２８．０４項 希ガス（アルゴン）

７３．１１項 鉄鋼製圧力容器
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号（６桁）の所属を決定する為のルールが定められて
いる。

通則６

・ この表の適用に当たっては、項のうちのいずれの号に物品
が属するかは、号の規定及びこれに関係する号の注の規定
に従い、かつ、前記の原則を準用して決定するものとし、

この場合において、同一の水準にある号のみを比較すること
ができる。

・ この ６の原則の適用上、文脈により別に解釈される場合を
除くほか、関係する部又は類の注も適用する。
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通則６
ハイブリッド自動車（第一世代）

通則１ ８７．０３項 乗用自動車

通則６
エンジン及び電動機により走行が可能であるため、同一水
準の号を比較すると、２つの号の分類が考えられる。

8703.2 その他の車両（ピストン式火花点火内燃機関
を搭載したものに限る。）

8703.9 その他のもの

ガソリンエンジン及び電動機とが組み合わ
さって作動する５人乗り自動車。エンジン；シ
リンダ容積1,497㎤、最大出力53キロワット、
電動機；最大出力33キロワット。

通則３（ｂ）を準用し、重要な特性を与えているのは内燃機関と
認め、シリンダ容積1,000 ㎤ を超え1,500 ㎤ 以下のものとして、
８７０３．２２号に分類



５．輸入しようとする貨物の事前教示制度

事前教示制度とは

あらかじめ輸入を予定している貨物の関税率表上の所属区分及び関税率に
ついて税関に照会を行い、その回答を受けることができる制度

メリット

原価計算の確実性を高めることが可能

輸入通関をよりスムーズに行うことができる

事前教示の照会方法

・文書による照会

・口頭による照会（電話や税関の窓口での照会）

・Ｅメールによる照会

32



文書による照会と口頭による照会の相違点

1.文書による事前教示

・書面により回答書が交付される。

・回答書に記載された内容は、輸入申告時の審査の際に尊重される。

・所属区分に対し意見の申出を行うことができる。（２ヶ月以内）

有効期限は3年間

2.口頭・Ｅメールによる事前教示

・回答した（メール含む）内容は、輸入申告時の審査の際に尊重されない。

・所属区分に対し意見の申出を行うことができない。

より正確を期すため、文書による照会をお勧めします。
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税関ホームページ

＊分類例規第2編「国内分類例規」

関税率表の国内細分（号を更に細分化した部分）についても記載されている部分がありますが、関税率表と輸出統計
品目表の国内細分は異なっていることから、そのまま適用することができないので注意が必要です。

輸出入の手続き ・輸出統計品目表
・実行関税率表
・関税率表解説、分類例規
・輸入貨物の品目分類事例
・品目分類の事前教示
・事前教示回答（品目分類）
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関税分類事例公開について
文書による事前教示の照会及び回答の内容については、税関における取扱いの
透明性及び輸入者一般の予測可能性を高めるため、参考となるべき商品の個別
具体的な分類事例の公開を税関ホームページで行っています。

事前教示回答項目

登録番号 事前教示回答書の登録番号

税関 事前教示回答を行った税関

処理年月日 事前教示回答書の作成処理が終了した日付

一般的品名 照会貨物の一般的な品名

税番 照会貨物の税番（9桁から成ります。）

関税率

処理年月日の属する年度（もしくは暦年）の関税率（年度（もしく暦年）によって、税率が異なる場合がありま

す。）協定税率の（ ）内の税率は、関税と日本国政府又はその代行機関が徴収する額との合計、又は、関税と

調整金の合計を示しています。

内国税率
処理年月日の属する年度の内国税率（年度等によって、税率が異なる場合があります。）

法令
税関限りの意見に基づく他法令に係る情報

（正式な回答を要する場合には、主管官庁に必ず照会して下さい。）

貨物概要 事前教示照会のあった貨物の概要（性状、製法、成分割合等）

分類理由 上記税番に分類される理由

それぞれの項目には、以上の情報が表示されます。

35


